
船舶事故調査報告書 

令和２年１１月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年６月１２日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 山口県萩市越ケ浜半島西岸沖 

 虎ケ埼灯台から真方位１８８°１,１６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２７.０′ 東経１３１°２３.７′） 

事故の概要  漁船眞
まさ

丸は、北進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和２年６月２４日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 眞丸、４.８７トン 

 ＹＧ３－４６７４２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 舵柱に曲損、シューピースに擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 もや、風向 北、風力 １、視界 不良 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、船長が、約７ノットの対

地速力で手動操舵により、越ケ浜半島西岸沖の簡易灯標間を北西進

後、もや
．．

がかかり、前路に目標となる灯火がない海域を目視のみで航

行を続け、転針地点に達したと思い、右舵を取ったところ、越ケ浜半

島西岸寄りを北進するようになり、陸岸が近いとの甲板員の声に左舵

を取ったものの、浅所（以下「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

 船長は、もう少し直進してから右舵を取るべきであったが、夜間に

もや
．．

がかかったので、目視で前路を確認することに注意を向け、レー

ダーやＧＰＳプロッターを見ていなかった。 

 本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約１.４ｍであった。 

分析  本船は、越ケ浜半島西岸沖を北西進中、船長が、もや
．．

がかかり、前

路に目標となる灯火がない海域を目視のみで航行したことから、転針

位置に達していないことに気付かずに右舵を取り、越ケ浜半島西岸寄

りを北進し、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が越ケ浜半島西岸沖を北西進中、船長が、も
．

や
．
がかかり、前路に目標となる灯火がない海域を目視のみで航行した

ため、転針位置に達していないことに気付かずに右舵を取り、越ケ浜

半島西岸寄りを北進し、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・もや
．．

がかかり、前路に目標となる灯火がない海域を航行する場合

  



は、目視で前路を確認するばかりでなく、レーダーやＧＰＳプ 

ロッターを活用して船位及び周囲の状況を確認しながら航行する

こと。 

 


